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平成22年4月２８日

自 動 車 交 通 局

旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改

正する省令並びに関係通達の改正について

国土交通省では、事業用自動車における事故削減を図るため、事業用自動車に係る

総合的安全対策委員会によりまとめられた『事業用自動車総合安全プラン2009』（平成

21年3月）を踏まえ、旅客自動車運送事業運輸規則（昭和31年運輸省令第44号）及び

貨物自動車運送事業輸送安全規則（平成2年運輸省令第22号）並びに関係通達の一部

を改正しましたのでお知らせします。

１．趣旨

「事業用自動車総合安全プラン２００９」に基づき、事業用自動車の飲酒運転ゼロの目標

を達成するため、点呼時にアルコール検知器の使用を義務づける等の改正を行います。

２．概要

（１）公布即施行

・酒気を帯びた乗務員を乗務させてはならないことを明確化します（旅客自動車運送

事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正）。

・運行管理者の補助者となることができる要件として、運行管理者資格者証の交付を

受けている者を追加します（旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業

輸送安全規則の一部改正）。

・上記の補助者が、運行管理者の指示を仰がずに、又は指示に反して不適切な業務

を行った場合には、運行管理者資格者証の返納を命じることができることとします（関

係通達の一部改正）。

（２）来年4月1日から施行

・事業者は、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合には、目視等で確認するほか、

アルコール検知器を用いてしなければならないこととします（旅客自動車運送事業運

輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正）。

・事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持しなければなら

ないこととします（旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全

規則の一部改正）。

・このため、事業者は、アルコール検知器の故障の有無を定期的に確認しなければ

ならないこととします（関係通達の一部改正）。

・電話点呼の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、検知結果を報告させ

る等により行うこととします（関係通達の一部改正）。
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３．公布日及び施行日

２．（１） 公布 平成２２年４月28日

施行 平成２２年４月28日

２．（２) 公布 平成２２年４月28日

施行 平成２３年４月1日

【問い合わせ先】

国土交通省自動車交通局安全政策課 大森、森高、松井

電話 03-5253-8111（内線４１６２２、41623、４１６２４）

電話 03-5253-8566（直通）



○乗務の開始前、終了後等において実施することとされている点呼の際に、
運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子を目視等で確認することに
加え、アルコール検知器を使用することにより、運転者の酒気帯びの有無
を確認する。

事業用自動車の運転者の飲酒運転を根絶するため、平成２３年５月１日より、

運送事業者が運転者に対して実施することとされている点呼において、運転
者の酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器を使用すること等が
義務化されました。
概要は以下のとおりです。

○一般旅客自動車運送事業者

○特定旅客自動車運送事業者

○一般貨物自動車運送事業者

○特定貨物自動車運送事業者

○貨物軽自動車運送事業者
※ これらの他、貨物自動車運送事業法第三十七条第三項の特定第二種貨物利用運送事業者も対象

となります。

○営業所ごとにアルコール検知器を備える。

○遠隔地で乗務を終了または開始する場合は、運転者に携帯型のアルコール

検知器を携行させる。

◇点呼時の運転者の酒気帯びの有無の確認の際の
アルコール検知器の使用◇

◇アルコール検知器の備え付け◇

◇対象となる事業者◇

点呼の際のアルコール検知器の使用等が義務化されました
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運行管理者はアルコール検知器を故障がない状態で保持しておくため
に、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に
使用し、管理し、及び保守するとともに、次の事項を実施しなければいけ
ません。

○毎日確認（※）

・電源が確実に入ること。
・損傷がないこと。

※ 遠隔地で乗務を終了または開始する場合等、アルコール検知器を運転者に
携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合
にあっては、運転者が所属営業所を出発する前に実施すること。

○少なくとも週１回以上確認
・酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アル
コールを検知しないこと。

・アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧
した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知す
ること。

※アルコール検知器メーカーから販売されているキットを使用することもできます。

◇アルコール検知器の保守◇

※なお、アルコール検知器義務化の詳細については、下記URL をご覧ください。
○平成２２年４月２８日公布分
（http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000038.html）

○平成２３年３月３１日公布分（震災による義務化の延期）
(http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000051.html)



アルコール検知器義務化に関してよくある質問

Ｑ２
個人タクシーや貨物軽自動車運送事業者も、アルコール検知器の使用義務の対象
となりますか。

Ｑ３ アルコール検知器について、国土交通省が推奨する検知器はありますか。

Ｑ４
アルコールの数値ではなく、赤、黄、緑などのランプで表示するものでも問題ありま
せんか。

Ｑ６ アルコールの測定結果が自動で記録紙に印字できなければいけませんか。

Ｑ５
アルコール検知器の取扱説明書に０．０５未満は０と表示しますと記載されています
が、このアルコール検知器を使用しても問題ありませんか。

Ａ：個人タクシーや貨物軽自動車運送事業者も対象となります。

Ａ：アルコール検知器について、国土交通省の推奨は行っておりません。

Ａ：問題ありません。

Ａ：自動での記録は必要ありません。（点呼簿への記載はアルコール検知器使用の
「有・無」、酒気帯びの「有・無」、の記載で差し支えありません。）

Ａ：問題ありません。

Ｑ１ 自家用有償旅客運送者も、アルコール検知器の使用義務の対象となりますか。

Ａ：自家用有償旅客運送者は対象となりません。

－１－

よくある質問に対する回答を掲載しましたのでご覧下さい。

これら以外については、国土交通省自動車交通局安全政策課 TEL：03-5253-8111
（内線41624）までお問い合わせ下さい。



Ｑ１１
電話点呼の際、運転者はアルコール検知器の測定結果をどのような方法で運行管
理者に伝えればよいですか。

Ｑ１２ アルコール検知器の測定数値を、点呼簿に記載する必要がありますか。

Ａ：電話点呼の際、アルコール検知器使用の「有・無」、酒気帯びの「有・無」、について、
運転者が運行管理者に口頭で伝えてください。

Ａ：測定数値を記載する必要はありません。

Ｑ１０
泊まりを伴う運行の場合、電話点呼をしなければなりませんが、その際のアルコー
ル検知器の使用はどのようにすれば良いのですか。

Ａ：電話点呼の際には、携帯型のアルコール検知器を携行し、点呼時に使用する必要
があります。

－２－

Ｑ８
車庫に駐車してあるアルコールインターロック装着車両を用いて、酒気帯びの確認を
する場合、点呼はどのように行えばよいですか。

Ａ：運行管理者が車庫に出向き点呼を実施する必要があります。

Ｑ９
アルコール検知器について、他の事業者、又は他の営業所のものを使用しても問題
ありませんか。

Ａ：点呼時に酒気帯びの有無を確認するために使用するアルコール検知器は点呼
を受ける運転者が所属する営業所のものに限ります。

Ｑ７
アルコール検知器に、自動車に備えられたアルコール検知器（アルコールインター
ロック装置）は含まれますか。

Ａ：アルコールインターロック装置も含まれます。



Ｑ１４ 食べたもの等にアルコール検知器が反応してしまう場合どのようにしたらよいですか。

Ａ：飲食物（ガム、発酵食品等）、たばこ等の影響によりアルコール検知器が反応する
ことがあります。
この場合には、運転者にうがいをさせる、少し時間をおいてから再度測定する等

により、対応してください。
しかしながら、アフターシェーブローション、入れ歯安定剤など、体に付けるもので

アルコールを含むものに反応することもあるので、運転者は、これらについてもア
ルコールを含まないものを使用するなど注意しましょう。

Ｑ１５
飲食していないにもかかわらずアルコール検知器が反応してしまいますがどうした
らよいでしょうか。

Ａ：飲食していなくても、Ｑ１４で回答したように、口の中に飲食物が残っていたりする
る場合がありますので、運転者にうがいをさせる、少し時間をおく、アルコールを
含まないものを使用するなどの対応を行ったうえで、再度測定してください。
それでも反応する場合は、アルコールが体内に残っている可能性がありますの

で乗務させないようにしましょう。
しかしながら、アルコール検知器によっては、疾病により体内から発生するア

ルコール以外の物質（糖尿病患者の体内で産生されるケトン体、体内で発生した
発酵ガス）に反応することがあるとされているものがありますので、明らかに酒気
を帯びてないと考えられる場合は、医師に相談しましょう。

医師の検査、診断等により、疾病により体内からアルコール以外で検知器が
反応する物質が発生している可能性があるとされた運転者については、当該
疾病の状況が安全運転に悪影響を及ぼさないことを確認した上で、点呼時の
酒気帯びの有無の確認においては、アルコール検知器の検知結果にかかわら
ず、運転者の顔色、声の調子、酒の臭い等から総合的に判断し運行の可否を
決定する必要があります。

－３－

Ａ：記録する必要はありません。

Ｑ１３
アルコール検知器の毎日の点検及び毎週の点検について、実施状況を記録してお
く必要がありますか。



国土交通省では、事業用車両の安全な運行を推進するため、下記の要件を満たす機器

購入に対し、購入額の一部を補助する制度を実施いたします。 

対象機器と補助額 

1社あたり80万円を限度額に 下記補助額にて交付を行います

対象機器 対象経費 補助率 
※括弧内は1台あたりの補助上限 

デジタル式
運行記録

車載器 車載器本体、記録媒体（メモリーカード
等）、

1/3(7万円) 

1社あたり80万円を限度額に、下記補助額にて交付を行います。

(注意)補助金の受付が予算を超えた場合、1社あたり上限金額が下がることがあります。 

 

運行記録
計 

等）、 

事業所用機器 読取装置（メモリーカードリーダー等）、
分析ソフト 

1/3(13万円) 

映像記録
型ドライブ
レコーダー 

車載器 車載器本体、記録媒体（メモリーカード
等） 

1/3(3万円) 

事務所用機器 読取装置（メモリーカードリーダー等）、
分析ソフト

1/3(5万円) 
分析ソフト

※デジタル式運行記録計と映像記録型ドライブレコーダーを同時に購入する場合、1台あたりの上限

は車載器10万円、事業所用機器18万円 

対象機器の主な基準

◎デジタル式運行記録計◎ 

 ・国土交通大臣による型式指定(第Ⅱ編又は第Ⅲ編)を受けていること。 

◎映像記録型ドライブレコーダー◎ 

 ・急ブレーキ等で強い加速等が発生した場合にその前後一定時間の画面撮影ができること。 

対象機器の主な基準 

 ・撮影情報等を記録、出力することができること。 

 ・上記に規定するデジタル式運行記録計のソフトウェアにおいて当該ドライブレコーダーにより記録され

た情報を活用できる機能を有すること。 

 ・（乗合バス事業者のみ）常時記録機能と、車内撮影機能(オプションの車内カメラ等)を有すること。 
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申請期間と申請方法 

●申請期間：2011年5月9日(月)-5月20日(金) 9:00-16:00 

      申請が補助金総額に達した場合、受付を途中で打ち切ることがあります 

●申請先：最寄りの地方運輸局、運輸支局（沖縄は沖縄総合事務局）へ書類をご提出ください。 

注意 

      郵送は認められませんのでご注意ください。 

●申請書類：国土交通省ホームページよりダウンロードください。 

         原本1通とコピー2通、合わせて3通ご提出ください。 

 

注意 

申請の流れと申請書類 

①交付申請 

各運輸局等へ申請書類提出。提出後、国土交通省からの交付決定連絡が運輸局

経由で届きます 提出書類はHPよりご確認くださ経由で届きます。提出書類はHPよりご確認ください。

②取下げ、変更、廃止の申請 

補助対象事業の申請内容に変更等が出てきた場合は、速やかに該当する申請書に

記載の上、運輸局などに提出しなければならない。記載の上、運輸局などに提出しなければならない。

・取下げ：①で受けた交付決定に不服がある場合は20日以内に取下げ申請書を提出。 

・計画変更：事業の内容や金額について変更がある場合で軽微な変更以外ものは、変更申請書を

提出する。（※軽微な変更：補助金の金額の変更が20%以内のもの） 

・中止又は廃止：交付決定20日を過ぎたのち、対象事業の中止又は廃止をするとき、申請書類を

提出。 

③実績報告 

補助対象事業が完了した日から1カ月以内又は翌年の３月31日のいずれか早い日

までに、実績報告書を運輸局等に提出。提出後、国土交通省より額の確定通知が

運輸局経由で届きます。

 

運輸局経由で届きます。 

④補助金振込 



平成２３月９月２９日

自 動 車 局

平成２３年度事故防止対策支援推進事業（運行管理の高度化に対する支援）の第２次

募集を行います。

国土交通省では、自動車運送事業者における交通事故防止のための取り組みを支援する

観点から平成２３年度事故防止対策支援推進事業(運行管理の高度化に対する支援)の第２次

募集を以下の通り実施いたします。

１．実施する補助事業

●運行管理の高度化に対する支援

自動車運送事業者（東日本大震災の影響の大きかった地域(東北運輸局管内、茨城

県及び千葉県)の営業所に所属する車両に限る。）に対し、デジタル式運行記録計、映

像記録型ドライブレコーダーの取得に係る経費に対し補助を行います。

※補助対象地域等が平成23年5月の募集(以下「第1次募集」という)と異なりますので

ご注意願います。詳細につきましては国土交通省ホームページを参照願います。

２．申請の受付場所、受付期間

●申請受付場所：最寄りの各地方運輸局、運輸支局等

●申請受付時間：平成２３年１０月３１日(月)～11月１ １日(金) 9時～16時

※受付終了時刻の直前は混雑が予想されますのでご注意ください。

※申請期間中に申請総額が予算額に達した場合には、申請期間中であっても申請受付

を終了いたします。

●申請受付方法：申請受付場所への申請書類持ち込み（郵送不可）

３．留意点

●１事業者あたりの申請額の上限を８０万としていますが、申請状況により上限の引き下げ

等を行う場合があります。

●機器の購入は、上記申請後に地方運輸局長から通知される交付決定の受領後に行って

ください。既に購入済みの機器は補助対象となりません。

●第1次募集で交付決定を受けた事業者は、第2次募集での申請はできません。

【問い合わせ先】

国土交通省自動車局安全政策課 能勢、小柳

電話 03-5253-8111（内線41623）



平成２３年３月３１日

自 動 車 交 通 局

安全性優良事業所（G マーク認定事業所）に対するインセンティブの拡大について

国土交通省では、事業用自動車における事故削減を図るために、事業用自動車に係る総合的安全対策

委員会において取りまとめられた『事業用自動車総合安全プラン２００９』（平成２１年３月）におい

て、「ＩＴ点呼実施に係る要件拡大を検討する」旨の方向性が示されたことから、運送事業者に対して

実施した現地調査及びヒヤリング調査の結果等を踏まえ、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及

び運用について」（平成１５年３月１０日付国自総第５１０号、国自貨第１１８号、国自整第２１１号）

の一部を改正し、Ｇマーク認定事業所に対するインセンティブとしてのＩＴ点呼の実施に係る要件を拡

大することとしましたので、お知らせします。

１．趣旨

「事業用自動車総合安全プラン２００９」に基づき、輸送の安全を確保した上で、運行管理の効率化を図る

ため、ＩＴ点呼に係る要件に関し以下の内容等について改正を行います。

２．主な改正概要

３．施行日

平成２３年４月１日

【問い合わせ先】

国土交通省自動車交通局

安全政策課 野沢（内線４１６２４）

貨物課 遠藤（内線４１３５３）

電話：０３－５２５３－８１１１

改正前 改正後

点呼場所 「営業所」においてのみ実施可能。 「営業所」に加え、「車庫」においても実施可能となります。

点呼機器 「設置型端末」のみ使用可能。
「設置型端末」に加え、「携帯型端末」についても使用可能と
なります。
※営業所には設置型端末の設置が必要になります。

点呼時間
「閑散時間帯（連続する８時間
以内であって、原則、深夜、早朝）」
に限定。

「連続する１６時間以内」まで実施可能となります。
※営業所と当該営業所の車庫との間でIT点呼を行う場合には、

実施時間の制限は適用されません。

M-TPBAST
テキストボックス
資料：４
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事 務 連 絡 
平成２３年３月３１日 

 
 
 
各地方運輸局自動車交通部貨物課長 
各地方運輸局自動車交通部首席自動車監査官  
関東･近畿運輸局自動車監査指導部首席自動車監査官 殿 
沖縄総合事務局運輸部陸上交通課長 
沖縄総合事務局運輸部監査指導課長  
 
 
 

自動車交通局安全政策課 
事 故 防 止 対 策 推 進 官 
首 席 自 動 車 安 全 監 査 官 

自動車交通局貨物課 
トラック事業適正化対策室長 

 
 
 

貨物自動車運送事業者における重大事故の発生等に関与が認められる 
発注者名等の公表について 

 
 
先般取りまとめられた「事業用自動車総合安全プラン２００９」において、「自動車運送事

業者が惹起した重大事故及び法令違反に関して発注者の関与が認められた場合には、当該発

注者の名称等を公表する」旨の方向性が示されたことから、今後、下記のとおり貨物自動車

運送事業者における重大事故の発生等に発注者の関与が認められた場合には、当該発注者の

名称等を公表することとしたので、適切に対応願います。 
なお、下記に基づく場合のほか、「消費者による選択・監視～事業者のネガティブ情報の公

開～」（平成１９年、国土交通省ネガティブ情報等公開検討連絡委員会）に該当する場合には、

当該基準に基づき、適切に対応する必要があることに留意願います。 
 
 

記 
 
 
１ 公表対象事案 

重大事故又は法令違反を惹起した貨物自動車運送事業者（以下「貨物事業者」という。）

に対して行政処分または文書警告（以下「行政処分等」という。）を行った事案で、次の何

れかに該当するもの。 
(1) 当該事故又は違反に関し、管轄する警察署長から発注者に対し、道路交通法第５８条

の５第２項の規定に基づく過積載の再発防止に係る命令がなされた事案 

M-TPBAST
テキストボックス
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(2) 当該事故又は違反に関し、発注者が、道路交通法違反の教唆等により、管轄する警察

署等に検挙され、検察庁に送致された事案 

 
２ 公表の方法 

警察の公表に基づく報道等により公表の対象となる事案を認知した場合、当該命令又は

送致事実について、命令等を行った警察署等に対して確認を行った上で、当該事案におけ

る発注者名、処分事実等について、本省ホームページの自動車総合安全情報の行政処分情

報中、当該貨物事業者の「違反行為の概要」欄に付記するとともに、報道機関等へ提供す

る資料、局報、地方運輸局ホームページにおいても、必要に応じ、当該貨物事業者の「違

反行為の概要」欄に付記する（別紙参照）。 
 
３ 留意事項 

情報収集を円滑に行い、効果的に本取組みを推進するため、引き続き、都道府県警察と

の連携を図ること。 
また、行政処分等の不利益情報は、公表による影響が大きいことから、国土交通省所管

の事業者については、「消費者による選択・監視～事業者のネガティブ情報の公開～」等に

基づき適切に取扱うとともに、国土交通省が所管していない事業者に対してもこれに準じ

た取扱いを行うこと。 
 
４ 報告 

発注者名等の公表に当たっては、事前に、当該公表内容について、自動車交通局安全政

策課及び貨物課宛に報告すること。 
 
５ 公表の実施 

本取組みに基づく発注者名等の公表は、貨物事業者による公表対象事案の基となる重大

事故又は法令違反が、平成２３年４月１日以降に惹起されたものについて適用する。



                          

発注者に関する公表情報の記載例 

 
≪事例１≫ 

Ａ社は、Ｂ社（発注者）から最高速度違反を前提とした運送の依頼を受けた。同依頼に

基づき制限速度を超過して走行中のＡ社のトラックが、高速道路上で渋滞中の車両に衝突。

死傷者多数を生じる交通事故となった。この事故によりＡ社運転者が自動車運転過失致死

傷及び最高速度違反で○○県警察署に逮捕、検察庁に身柄送致されるとともに、Ａ社及び

Ｂ社も、最高速度違反の教唆(間接教唆)容疑で検挙、検察庁に書類送致された。 
 
〈記載例〉 

Ａ社に関するネガティブ情報 

違反行為の概要 

速度超過による交通死傷事故の発生があった旨の公安委員会から

の通知を端緒として、平成○年○月○日に特別監査を実施したとこ

ろ、運転者に対する指導及び監督義務違反、他○件の違反が判明し

たもの。 
なお、本件事故に関し、Ｂ社（発注者）が、道路交通法違反（最

高速度違反）の間接教唆容疑により、同年○月○日付けで書類送検

された。 

 
 
≪事例２≫ 

Ｃ社は、Ｄ社（発注者）からの依頼に基づき、トラックに最大積載量を超える荷物を積

載して運送を行ったところ、過積載違反として運転者が、また過積載の下命容疑で、Ｃ社

及び同社の経営者が○○県警察署に検挙され、検察庁に送検された。更に、Ｄ社も、過積

載運行となることを知りながら継続的にＣ社に対し積み荷を依頼していたとして、○○県

○○警察署長から、道路交通法に基づく再発防止命令を受けた。 
 
〈記載例〉 

Ｃ社に関するネガティブ情報 

違反行為の概要 

過積載運転の下命・容認があった旨の公安委員会からの通知を端

緒として、平成○年○月○日に監査を実施したところ、運転者に対

する指導及び監督義務違反、他○件の違反が判明したもの。 
なお、本件過積載の下命違反に関し、同年○月○日付けで、○○

警察署長より、Ｄ社（発注者）に対し、道路交通法に基づく再発防

止命令が出された。 

 

別 紙 



○自動車運送事業の監査体制の強化（監査要員の推移）

・平成２３年度 ２５人 増員

事後チェック機能の充実・強化事後チェック機能の充実・強化

地方運輸局 運輸支局 合計

平成１４年７月 ４５ ６３ １０８

平成１５年度末 ４５ ６３ １０８

平成１６年度末 ４５ ６５ １１０

平成１７年度末 ４５ ７６ １２１

平成１８年度末 ６０ １０６ １６６

平成１９年度末 ６７ １３３ ２００

平成２０年度末 ６７ １６３ ２３０

平成２１年度末 ６７ １９１ ２５８

平成２２年度末 ６７ ２１４ ２８１

平成２３年度末（予定） ７３ ２３３ ３０６

（人）監査担当職員数の推移
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事業用自動車の

に対し

補助金を交付します

事業用自動車の

に対し

補助金を交付します
ASV装置装着車の購入

1
2
3

衝突被害軽減ブレーキ 150,000円※

50,000円※

100,000円※

・車両総重量8トン以上のトラック
・バス

・車両総重量8トン以上のトラック
・バス
・タクシー

・車両総重量8トン以上のトラック
・バス

・ふらつき注意喚起装置
・車線逸脱警報装置
・車線維持支援制御装置

車両横滑り時制動力・駆動力制御装置

補助対象装置 補助金額 補助対象車種

※上限額です（値引き等により減額があります）

補助金申請に関する主な注意点
・本補助金の申請は、車両の契約や登録の1ヶ月前までに行って下さい。
・車両購入の際の支払い方法は、振込、現金又は小切手によるものを原則とします。（ローンなどによる支払いの場合は補助金の交付はされません。）
・①、②、③の装置を複数取り付ける場合は、それぞれの装置に対して補助を実施します。
 ただし、「ふらつき注意喚起装置」と「車線逸脱警報装置」のように②の中での重複に対しては補助は受けられません。
　その他
全日本トラック協会及び地方トラック協会ではＡＳＶ装置装着車の購入に対し補助金の交付を予定しており、国土交通省の補助金とあわせて利用
することが可能です。（詳細については都道府県トラック協会にお問い合わせ下さい。）　

　国土交通省では下記の装置を搭載した事業用の車両を購入する場合、平成２３年４月１日より下記の
補助金額を上限としてＡＳＶ装置の購入に係る費用の２分の１を補助する制度を実施しております。
　補助申請の受付は平成24年1月31日までとなっておりますので早めに申請してください。詳細は裏
面の各地方運輸局自動車技術安全部もしくは運輸支局にお問い合わせ下さい。
　なお、補助金総額に達した場合、受付期間内であっても補助金の不交付及び交付申請を受け付けな
いことがあります。

M-TPBAST
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システムなし

システムなし

システムあり

！！

！！

システム
あり

システム
なし

！！

注意喚起により
休憩をとった後

シ
ャ
キ
！

ボ
ン
ヤ
リ

注意喚起

システムあり システムなし

・運転負荷軽減
・車線逸脱警報

！！

疲
れ
る

車線維持
支援制御

車線維持
支援制御

！！

疲
れ
る

システムあり システムなし

操舵支援

・運転負荷軽減
・車線逸脱警報

　レーダーにより先行車との距離を常に
検出し、危険な状況にあるかどうかを監視
をします。追突の危険性が高まったら、ま
ずは音などにより警報し、ドライバーにブ
レーキ操作を促します。それでもブレーキ
操作をせず、追突する若しくは追突の可能
性が高いと車両が判断した場合、システム
により自動的にブレーキをかけ、衝突時の
速度を低く抑えるようにします。

運転者の低覚醒状態や低覚醒状態に
起因する挙動を検知し、運転者に注
意を喚起するようにします。

走行車線を認識し、車線から逸脱した
場合あるいは逸脱しそうになった場
合には、運転者が車線中央に戻す操
作をするよう警報します。

走行車線を認識し、車線維持に必要
な運転者の操舵力を軽減します。何
らかの理由で車線から逸脱しそうに
なった場合には、運転者が車線中央
に戻す操作をするよう警報します。

急激なハンドル操作などにより車両に不
安定挙動が発生した場合、不安定挙動を
抑制するようエンジン出力や制動力を制
御します。

北海道運輸局
東 北 運 輸 局
北陸信越運輸局
関 東 運 輸 局
中 部 運 輸 局
近 畿 運 輸 局
中 国 運 輸 局
四 国 運 輸 局
九 州 運 輸 局
沖縄総合事務局

自動車技術安全部
自動車技術安全部
自動車技術安全部
自動車技術安全部
自動車技術安全部
自動車技術安全部
自動車技術安全部
自動車技術安全部
自動車技術安全部

技 術 課
技 術 課
整備・保安課
保安・環境課
保安・環境課
技 術 課
整備・保安課
技 術 課
保安・環境課

☎011‒290‒2753
☎022‒791‒7535
☎025‒244‒6114
☎045‒211‒7256
☎052‒952‒8044
☎06‒6949‒6452
☎082‒228‒9141
☎087‒835‒6370
☎092‒472‒2546
☎098‒866‒1836

札幌市中央区大通西１０丁目 札幌第２合同庁舎
仙 台 市 宮 城 野 区 鉄 砲 町１ 仙 台 第４合 同 庁 舎
新 潟 市 中 央 区 万 代 ２ ‒ ２ ‒ １
横 浜 市 中 区 北 仲 通５‒５７ 横 浜 第 二 合 同 庁 舎
名古屋市中区三の丸2‒2‒1名古屋合同庁舎第１号館
大阪市中央区大手前４‒１‒７６大阪合同庁舎第４号館
広島市中区上八丁堀6 ‒ 30  広島合同庁舎４号館
高松市松島町1‒17 ‒ 3 3  高松第2地方合同庁舎
福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 東 ２ ‒ １ 1 ‒ 1
那覇市おもろまち2‒１‒１ 那覇第２地方合同庁舎２号館運 輸 部 陸 上 交 通 課

■ミリ波レーダーがつねに前方の状況を検知。

■ドライバーが前方の車両に気付かない場合は、音によりドライバーに
　ブレーキ操作を行うように促す。

■追突する若しくは追突の可能性が高いとコンピュータが判断すると、
　ブレーキを作動。

衝突被害軽減ブレーキ

ふらつき注意喚起装置 車線逸脱警報装置 車線維持支援制御装置

車両横滑り時制動力・
駆動力制御装置

■問い合わせ先■

覚醒低下
状態

覚醒
状態

なお、下記のホームページアドレスにも、ASV装置装着車の購入に対する補助金について掲載されております。あわせてご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/esc_23.html



 

 

 

平成２３年１月１４日 

自 動 車 交 通 局 

 

平成２２年中の大型車のホイール・ボルト折損による 

車輪脱落事故は２４件 ＜速報＞ 
 

 前年比１１件増加！ 
 ２，３月に多発！ 
 積雪地域の発生率が高い！ 

 

 

 今般、平成２２年中の大型車（車両総重量８トン以上又は乗車定員３０人以上のトラック、

バス等）のホイール・ボルト折損による車輪脱落事故の発生状況（速報）がまとまりました

ので公表します。（別紙１参照） 

 

＜発生状況＞ 

  車輪脱落事故は近年減少傾向にありましたが、平成２２年に発生し

た事故は２４件あり、平成２１年に比べ１１件増加しています。 

  平成１１年から平成２２年までに発生した事故は３４１件であり、

月別の発生状況を見ると２月に５９件、３月に５１件と特に２，３月
の冬から初春の時期に発生が集中しています。 

  また、地域別の発生状況を見ると積雪地域の発生率が高い傾向が見

られます。 
 

 大型車のホイール・ボルト折損による車輪脱落事故については、一度発生するとその影響

は甚大なものとなります。 

 

 そのため、大型車の使用者は、日常点検においてホイール・ナットの脱落・緩みやホイー

ル・ボルトの折損等の異常の有無を重点的に点検してください。（詳しい点検整備の実施方

法は別紙２をご覧ください。） 

 

※ ホイール・ボルト折損の主な原因は、①ホイール・ボルトの締付力不足、②ホイール・

ボルトの誤組（スチールホイールにアルミホイール用のボルトを使用する等）、③ホイー

ル・ボルトの過締めと推定されています。 

 

 ２，３月に発生が多くなる原因の１つとして、例年１０月から１２月にかけて夏用タイ

ヤから冬用タイヤに交換する際に締結不良（締付力不足、誤組、過締等）があり、ボルト

の疲労破壊が進行して数ヶ月後に集中的に折損し、車輪の脱落が発生することが考えられ

ます。 

         <問い合わせ先> 

      国土交通省 自動車交通局 技術安全部 

       整備課 岩田、奥 

       TEL：03-5253-8111 (内線:42412)  03-5253-8600 (直通) 

日常点検の

実施を！ 

M-TPBAST
テキストボックス
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車輪脱落事故発生状況 

月別車輪脱落事故

別紙１ 

(件) 

月別車輪脱落事故

60 

70 

22年：24件 

21年：13件 

11～20年の計：304件

59 

51

（速報） 
 

（参考） 

30 

40 

50 
11～20年の計：304件

22

30 

51 

39 

30 

月平均 28.4件 

0

10 

20 

22
19 21 

14 

20 
16 

20 

(件) 年別車輪脱落事故件数 

80

0 
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

71 69 

49 

42
50 

60 

70 

80 

34 

42
39

13 

24 

20 

30 

40 

0 

10 

平成11 

～15年 

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 



車輪脱落事故発生状況 

使用の本拠の位置別 (地方運輸局別)
(件) 

使用の本拠の位置別 (地方運輸局別) 
車輪脱落事故件数 (保有台数1万台あたり) 

4.6  5.0  

6.0  

4.3  4.3  

2 0
2.3  2.4  

2.9  
2.5  3.0  

4.0  

1.4  

2.0 
1.6  

0.0  

1.0  

2.0  

(件) 
車齢別車輪脱落事故件数 

北海道 東北 関東 北陸 
信越 

中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 

51 

63 

57 

41 
50 

60 

70 

12 
16 

35 

24 

35 

7

20 

30 

40 

車齢 (年) 

7

0 

10 

0～ 2～ 4～ 6～ 8～ 10～ 12～ 14～ 16～ 不明 
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平成２２年６月３０日

自 動 車 交 通 局

バス火災事故調査報告書がとりまとめられました！

平成２１年３月１６日及び同年９月２０日、東名高速道路の静岡県牧之原市

で発生した同一構造のエンジンを搭載したバス火災事故について、 「東名高速

道路で発生したジェイアールバス関東株式会社及び株式会社ローレル観光バスの

バス火災事故に関する調査小委員会」 （ 以 下 「 調 査 小 委 員 会 」 と い う 。 ） におい

て、事故の原因究明とその再発防止策の検討が行われてきました。この度、調

査小委員会の第６回会合が開催され、調査結果が報告書として取りまとめられ

ましたのでお知らせします。

なお、この報告書の内容は国土交通省のホームページで確認できます。

１．バス火災事故の概要

別添資料のとおり

２．調査結果（概要）

・ 火災の原因は、ターボチャージャー（以下「ターボ」という。）の破損による。

・ 火災の発生メカニズムは、推定次のとおり。

＜ＪＲバス関東＞

ターボの軸受部が潤滑不良となり、又は何らかの原因により急激に、コン

プレッサ側が破損して全体がアンバランスになったため、シャフト等が破損

し、ターボ破損部からのオイルが排気系にかかり出火、延焼。火災発生後も

エンジンを止めなかったため火災が拡大。

＜ローレル観光バス＞

ターボの軸受部が液状シーリング材と推定される異物により潤滑不良とな

り、コンプレッサ側又はタービン側のホイール（羽根車）が破損して全体が

アンバランスになったため、シャフト等が破損し、ターボの破損部からのオ

イルが排気系にかかり出火、延焼。

２つの事故のターボの破損状況は異なり、また破損に至った過程は異なると推定さ

れる。いずれもターボの部品に潤滑不良の痕跡が認められたが、ＪＲバス関東の原因

はターボの関連部品が火災の影響により溶損したため特定できず（なお、ターボの軸

受部には異物は認められなかった）、ローレル観光バスの原因はターボ軸受部に液状

シーリング材と推定される異物が混入したことによるものと推定される。

M-TPBAST
テキストボックス
資料：１２



３．再発防止策（調査小委員会の提言）

（１）ターボチャージャーに係る点検整備の実施

・ バス輸入・販売事業者及びバス製作者は、ターボの定期的な点検の指定等又は

ターボの定期交換時期を明確化することが必要。

・ 国土交通省は、バス輸入・販売事業者又はバス製作者が指定等したターボの定

期点検について、バス事業者に対し点検の励行を周知することが必要。

（２）エンジンオイルへの異物の混入防止

国土交通省は、ターボ潤滑系の配管部品類の整備を行う場合には、液状シーリ

ング材を用いないよう、整備事業者に対し注意喚起することが必要。

（３）火災発生時における緊急時対応マニュアル等による適切な行動

バス事業者は、運転者に対し、「車両火災発生等緊急時における統一対応マニ

ュアル」に応じて行動するよう教育を徹底することが必要。

（４）車両火災防止対策等の検討

国土交通省は、国連の自動車基準調和世界フォーラム(※)において検討されて

いる材料の燃焼性質等に係る規則の強化について、国内導入に向けて検討するこ

とが必要。

(※) 自動車基準調和世界フォーラム（WP29）とは、国連欧州経済委員会（UN/ECE）の下に設けられている組織であ

り、1つの運営委員会と6つの専門分科会を有している。自動車の安全・環境基準を国際的に調和することや政

府による自動車の認証の国際的な相互承認を推進することにより安全・環境性能の高い自動車を国際的に普及

させることなどを目的としている。

４．調査小委員会の開催経緯

第１回 平成２１年 ４月１４日 調査小委員会設置

第２回 同年 ８月 ５日

第３回 同年１１月１７日 調査対象にローレル観光バスを追加

第４回 平成２２年 ３月３０日

第５回 同年 ６月 ７日

第６回 同年 ６月２９日 取りまとめ

５．調査小委員会委員（敬称略、五十音順）

委員長 森沢 正旭（東京都市大学名誉教授）

委 員 相川 春雄（社団法人日本バス協会）

委 員 佐々木 均（社団法人日本自動車整備振興会連合会）

委 員 須川 修身（諏訪東京理科大学システム工学部教授）

委 員 谷口 哲夫（独立行政法人交通安全環境研究所）

委 員 田村 裕之（消防庁消防大学校消防研究センター）

問い合わせ先

国土交通省自動車交通局

安全政策課 大森、松井

TEL:(03)5253-8111（内線41622,41624）

技術安全部整備課 橋本、奥

TEL:(03)5253-8111（内線42426,42415）



ジェイアールバス関東株式会社のバス火災事故の概要について 

 

１．発生日時 

 平成２１年３月１６日（月） 午前４時２０分頃 

 

２．発生場所 

 静岡県牧之原市 東名高速道路・上り線 牧之原サービスエリア内 

 

３．事故状況 

 東名高速道路・上り線を大阪駅発東京駅行きの高速バスが上り坂を走行中、

当該バスの後部から煙が出ていたため危険を感じ、その先の牧之原サービスエ

リアに停車し、乗客を避難させた直後出火し、当該バスが全焼したもの。 

 なお、バスの乗員乗客７８名（うち乗客７７名）は避難したため、死傷者は

なかった。 

 

４．被害の状況 

 死傷者なし、高速バス全焼 

 

５．バス事業者の概要 

 事業者名：ジェイアールバス関東株式会社 

 事業者住所：東京都渋谷区代々木２丁目２－２号 

 営業所：東京支店営業所 

 車両数：４６６両（うち当該営業所：１６８両） 

 

６．当該車両の概要 

 車  名：ネオプラン＜ドイツ製＞ 

 車体形状：リヤーエンジン 

 原動機：ＯＭ５０２ＬＡ型＜ダイムラー社製＞ 

 乗車定員：８６人 

 初度登録年月：平成１５年５月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 添



株式会社ローレル観光バスのバス火災事故の概要について 

 

１．発生日時 

 平成２１年９月２０日（日） 午前２時５５分頃 

 

２．発生場所 

 静岡県牧之原市 東名高速道路・上り線 １９６．７キロポスト付近 

 

３．事故状況 

 東名高速道路・上り線相良牧之原インターチェンジ約１キロ手前において、

貸切バスが走行中にスピードが下がったため、貸切バスの運転者がバックミラ

ーを見たところ、車両後部のエンジンルーム付近から出火していることを発見

したため、車両を路肩に停車させ、乗客を避難させた。バスはその後炎上し、

後部を焼損した。 

 事故当時、バスには乗客乗員５９名が乗車していたが、全員避難したため死

傷者はなかった。 

 

４．被害の状況 

 死傷者なし、貸切バス後部及び２階席焼損 

 

５．バス事業者の概要 

 事業者名：株式会社ローレル観光バス 

     （中央交通株式会社（当該車両の輸入販売者）の子会社） 

 事業者住所：大阪府大阪市浪速区敷津東２丁目４番４号 

 営業所：八尾営業所 

 車両数：４２両（当該営業所のみ） 

 

６．当該車両の概要 

 車  名：ネオプラン＜ドイツ製＞ 

 車体形状：リヤーエンジン 

 原動機：ＯＭ５０２ＬＡ型＜ダイムラー社製＞ 

 乗車定員：７０人 

 初度登録年月：平成１５年２月 
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[ プレスリリース ] 平成２３年１月２０日

＜問い合わせ先＞

（財）東京タクシーセンター

担当：広 報 課 武藤

施設管理課 増田

電話：０３－３６４８－５１３１

優良タクシー専用の乗り場「優良タクシー乗り場」を上野駅と

渋谷駅に新設

今般、平成２３年２月１日（火）より「ＪＲ上野駅正面口タクシー乗り場」、

「ＪＲ渋谷駅西口前タクシー乗り場」を優良タクシー乗り場として新設し、運

用することになりましたのでお知らせします。

優良タクシー乗り場は、安全・サービスの両面において一定の基準・評価を

受けた運転者・個人事業者のみが入構することができるタクシー乗り場です。

東京タクシーセンターでは、平成 20 年 3 月 6 日よりＪＲ新橋駅東口に優良タ

クシー乗り場を設置・運用しており、その後も関東運輸局をはじめ関係行政機

関及び関係団体（法人・個人）等と連携を図りつつ、より一層利用者利便を確

保するため、利用者が選択可能なタクシー乗り場の増設について検討を進め設

置を行い、現在計 5地区・8箇所の乗り場が優良タクシー乗り場として運用され

ています。

当センターでは、今後も引き続き利用者の目線に立ったタクシー乗り場の

運用等、利用者利便の向上を図って参ります。

記

１．実施日時

平成２３年２月１日（火）午前１０時から

２．設置場所

（１）【ＪＲ上野駅正面口タクシー乗り場】

M-TPBAST
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（２）【ＪＲ渋谷駅西口前タクシー乗り場】

３．入構可能車両

優良タクシー乗り場への入構が認められるのは、東京タクシーセンターの

優良運転者表彰を受けた運転者の車両、事業者ランク制度で優良評価（ＡＡ・

Ａ）を受けた事業者に所属し東京タクシーセンターが承認した運転者の車両、

並びに個人タクシーの最高位「マスター（みつ星）」の車両となります。

優良タクシー乗り場へ入構できる車両は、次の 3つのいずれかを条件として

います。

①タクシーセンターの

優良運転者表彰を受賞し

た運転者で、優良運転者

章を表示する法人タクシ

ー・個人タクシー車両。

②優良ランク（ＡＡ、Ａ

ランク）事業者に所属す

る運転者であり、且つ、

タクシーセンターから承

認を得た運転者で、入構

証を掲出し、ランクステ

ッカーを貼付した車両。

③優良個人タクシー事業

者認定制度の最高位「マ

スター（みつ星）」である

ことを表示する個人タク

シー車両。

００００１～４００００

事業者名

氏 名

2010

（入構証）（ランクステッカー）



平成２３年８月２２日

自動車局安全政策課

自 動 車 局 旅 客 課

「貸切バス事業者安全性評価認定制度」に基づく
貸切バス事業者の認定について

公益社団法人日本バス協会において実施している「貸切バス事業者安全性評価認定制度」

に基づき、今般、安全確保への取組状況が優良な貸切バス事業者について、初めての認定

が行われましたので、お知らせいたします。

１．認定の概要

本年８月１９日に開催された貸切バス事業者安全性評価認定委員会において平成２３

年度第１回目の認定が行われました。

○ 平成２３年度第１回目認定事業者 ２１事業者

（認定事業者の概要等、詳細につきましては添付資料のとおりです。）

○ 平成２３年度は２３６事業者から申請があり、今後、審査の進捗状況にあわせて

順次認定が行われる予定です。

２．貸切バス事業者安全性評価認定制度について

⑴ 貸切バス事業者安全性評価認定制度は、貸切バスの利用者や旅行会社にとっては、

利用しようとする個々の貸切バス事業者が安全性の確保のための取り組みを適切に行

っているか否かを判断することは難しいことから、公益社団法人である日本バス協会

において、貸切バス事業者からの申請に基づき安全性や安全の確保に向けた取組状況

について評価認定を行い、これを公表するものです。これにより、利用者や旅行会社

がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくするとともに、本制度の実施を通

じ、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や取り組みの促進を図り、よ

り安全な貸切バスサービスの提供に寄与することを目的としています。

⑵ 評価認定の方法は、具体的には、①安全性に対する取組状況、②事故及び行政処分

の状況、③運輸安全マネジメントの取組状況について、日本バス協会において書面及

び訪問審査を行い、日本バス協会に設置された学識経験者、有識者、国土交通省、日

本バス協会により構成される貸切バス事業者安全性評価認定委員会において、評価認

定が行われます。

⑶ 同制度については、国土交通省において事業用自動車の事故の削減を目的として平

成２１年３月にまとめた「事業用自動車総合安全プラン２００９」に位置付けるとと

M-TPBAST
テキストボックス
資料：１４



もに、「平成２３年度国土交通省交通安全業務計画」においても道路交通の安全に関す

る施策としてその普及を図ることとされております。さらに、本年６月に取りまとめ

られた「バス事業のあり方検討会中間報告」においても、同制度が広く関係者及び一

般利用者に普及するよう、適切に取り組んでいくことが必要とされ、国は、同制度の

普及促進に向けた取り組みを積極的に支援するべきとされております。

３．「SAFETY BUS」シンボルマークについて

認定を受けた貸切バス事業者（以下「認定事業者」という。）については、ホームペー

ジにおいて公表するとともに、運行するバスの車体に認定事業者の証である「SAFETY BUS」

マークを貼付することによって、認定事業者であることを外観から知ることができます。

【連絡先】

自動車局旅客課新輸送サービス対策室 曽根、鈴木

℡：０３－５２５３－８１１１（内線４１２６３）

０３－５２５３－８５７３（直通）



平成２３年８月２２日

公益社団法人 日本バス協会

「貸切バス事業者安全性評価認定制度」に基づく貸切バス事業者の認定について

平素より当協会の運営に関して格別なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

日本バス協会では本年度より「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の運用を開始しており、

このたび、安全確保への取組状況が優良な貸切バス事業者について、初めての認定を行いました

ので、お知らせいたします （現時点において２３６社から申請があり、現在、順次審査・認定を。

行っているところです ）。

なお、本制度の主な概要及び認定の方法については下記のとおりです。また制度詳細について

は日本バス協会ホームページ（ ）をご覧下さい。http://www.bus.or.jp/about/nintei.html

当協会と致しましては、旅行会社や学校関係者、自治体等の皆様や利用者である国民の皆様に

同制度について是非お知り頂くとともに、より安全性の高い貸切バス事業者をお選び頂く際の指

標として頂きたいと考えております。

記

１：制度の名称

貸切バス事業者安全性評価認定制度

２：制度の目的

貸切バスの利用者にとって、どの貸切バス事業者が安全性に対する取組みを適切に行っているか

分かりにくい状況にあることから、貸切バス事業者の安全性に対する取組状況、事故や行政処分の

状況等を評価し、認定・公表することで、利用者に対して事業者の安全性を「見える」ものとする

ことにより、利用者や旅行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選択する際の指標となり、貸

切バス事業者の安全性向上に資するとともに、貸切バスの健全な発展を図ることを目的としていま

す。

３：評価認定の対象

一般貸切旅客自動車運送事業者（貸切バス事業者。バス協会の会員でなくとも認定の対象となり

ます ）。

４：評価認定の方法

評価認定は、貸切バス事業者からの申請に基づき、申請事業者の安全性に対する取組状況等につ

いての認定基準（別添２参照）への適合性について、日本バス協会において書面及び訪問審査を行

い、学識経験者、有識者、国土交通省、日本バス協会により構成される「貸切バス事業者安全性評

価認定委員会」において決定されます。

５：平成２３年度第１回目認定の概要

平成２３年度第１回目の評価認定は平成２３年８月１９日に「貸切バス事業者安全性評価認定委

員会」を開催し、認定基準に適合した貸切バス事業者の認定を行いました。

① 平成２３年度第１回目認定事業者 ： ２１事業者（別添１参照）



② 今後、審査の進捗状況にあわせて順次認定を行う予定です。

６：シンボルマークについて

認定を受けた貸切バス事業者に対しては バス車両貼付用の シンボルマーク 下、 「 」 （SAFETY BUS

図参照）のステッカーを交付します。

【お問い合わせ】

公益社団法人 日本バス協会

業務部 担当：川合・北村

TEL 03-3216-4014：

FAX 03-3216-4016：



貸切バス事業者安全性評価認定事業者 別添１

会社名 郵便番号 住　　　所 TEL 車両数

北海道中央バス株式会社 047-8601 北海道小樽市色内1-8-6 011-221-7634 30

札幌第一観光バス株式会社 062-0051 北海道札幌市豊平区月寒東一条19-3-50 011-850-5500 17

空知中央バス株式会社 073-0033 北海道滝川市新町3-2-1 0125-24-8855 25

ニセコバス株式会社 048-1512 北海道虻田郡ニセコ町中央通56 0136-44-2001 34

宮城交通株式会社 981-3201 宮城県仙台市泉区泉ケ丘3-13-20 022-771-5313 47

松山観光バス株式会社 999-6861 山形県酒田市山田23-5 0234-62-2929 16

関鉄観光バス株式会社 300-0051 茨城県土浦市真鍋1-10-8 029-822-3737 70

永井運輸株式会社 371-0805 群馬県前橋市南町3-21-8 027-221-4435 21

イーグルバス株式会社 350-0042 埼玉県川越市中原町2-8-2 049-226-0111 31

株式会社はとバス 143-0006 東京都大田区平和島5-4-1 03-3761-1284 108

神奈中観光株式会社 254-0811 神奈川県平塚市八重咲町6-18 042-788-2635 75

東洋観光株式会社 238-0007 神奈川県横須賀市若松町2-7 046-837-3900 70

泉観光バス株式会社 959-1821 新潟県五泉市赤海873-1 0250-41-0888 25

長野交通株式会社 389-2413 長野県飯山市照里1302-2 0269-65-3106 12

富士急静岡バス株式会社 419-0201 静岡県富士市厚原771-1 0545-71-2495 30

株式会社アクト 410-0865 静岡県沼津市東間門144 055-961-0001 21

千里山バス株式会社 566-0042 大阪府摂津市東別府3-8-32 06-6340-1177 57

播州交通株式会社 675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口507 0795-42-5066 19

有限会社スサノオ観光 693-0511 島根県出雲市佐田町八幡原618-1 0853-73-7272 26

広交観光株式会社 733-8514 広島県広島市西区三篠町3-14-17 082-843-7799 50

伊予鉄道株式会社 790-0012 愛媛県松山市湊町4-4-1 089-948-3111 32

21社 816



貸切バス事業者安全性評価認定事業者（申請順） 参考

会社名 郵便番号 住　　　所 TEL 車両数

伊予鉄道株式会社 790-0012 愛媛県松山市湊町4-4-1 089-948-3111 32

千里山バス株式会社 566-0042 大阪府摂津市東別府3-8-32 06-6340-1177 57

泉観光バス株式会社 959-1821 新潟県五泉市赤海873-1 0250-41-0888 25

株式会社アクト 410-0865 静岡県沼津市東間門144 055-961-0001 21

松山観光バス株式会社 999-6861 山形県酒田市山田23-5 0234-62-2929 16

長野交通株式会社 389-2413 長野県飯山市照里1302-2 0269-65-3106 12

有限会社スサノオ観光バス 693-0511 島根県出雲市佐田町八幡原618-1 0853-73-7272 26

広交観光株式会社 733-8514 広島県広島市西区三篠町3-14-17 082-843-7799 50

東洋観光株式会社 238-0007 神奈川県横須賀市若松町2-7 046-837-3900 70

株式会社はとバス 143-0006 東京都大田区平和島5-4-1 03-3761-1284 108

札幌第一観光バス株式会社 062-0051 北海道札幌市豊平区月寒東一条19-3-50 011-850-5500 17

空知中央バス株式会社 073-0033 北海道滝川市新町3-2-1 0125-24-8855 25

ニセコバス株式会社 048-1512 北海道虻田郡ニセコ町中央通56 0136-44-2001 34

北海道中央バス株式会社 047-8601 北海道小樽市色内1-8-6 011-221-7634 30

イーグルバス株式会社 350-0042 埼玉県川越市中原町2-8-2 049-226-0111 31

播州交通株式会社 675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口507 0795-42-5066 19

富士急静岡バス株式会社 419-0201 静岡県富士市厚原771-1 0545-71-2495 30

永井運輸株式会社 371-0805 群馬県前橋市南町3-21-8 027-221-4435 21

宮城交通株式会社 981-3201 宮城県仙台市泉区泉ケ丘3-13-20 022-771-5313 47

神奈中観光株式会社 254-0811 神奈川県平塚市八重咲町6-18 042-788-2635 75

関鉄観光バス株式会社 300-0051 茨城県土浦市真鍋1-10-8 029-822-3737 70

21社 816



                       別添２ 

認定基準 
 
○評価・認定対象 
評価・認定を希望する一般貸切旅客自動車運送事業の事業者（貸切バス事業者） 

 
○申請条件 
評価・認定を希望する貸切バス事業者は、以下の条件を全て満たしていること。 

 
① 事業許可取得後 3 年以上経過していること。 
② 安全性に対する取組状況における法令遵守事項に関する違反がないこと。 
③ 過去 2 年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第 2 条第 3 号に規定する事故（以下「死傷

事故」という。）が発生していないこと。 
④ 過去 1 年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第 2 条第 1 号に規定する事故（以下「転覆

等の事故」という。）又は悪質な法令違反による事故（以下「悪質違反による事故」という。）が発生して

いないこと。 
⑤ 過去 1 年間に、安全の確保に関する法令違反を含む違反により、30 日車の車両停止以上の行政処分が

発生していないこと。 
 
注 「悪質違反による事故」とは、飲酒、酒気帯び、無免許、無資格、覚せい剤等薬物の乱用、居眠りにより生じた事故をい

う。 

注 申請条件①～⑤は全て貸切バス事業に係るものを対象とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
○認定事業者の決定  
 
① 申請条件を満たしていること。 
② 評価点数の合計が 60 点以上であること。 
③ 各評価項目が下記の基準点以上であること。 

大項目 
法令遵守事項（20 点） 評価項目（Ⅰ．については上位事項）（80 点）

配点 基準点 配点 基準点

Ⅰ．安全性に 
対する取組状況 

20 点 20 点 40 点 10 点

Ⅱ．事故及び 
行政処分の状況 

 
20 点 

事故   10 点 
行政処分 10 点 

事故

のみ 
10 点

Ⅲ．運輸安全 
マネジメント 
取組状況 

 20 点 10 点

注 基準点とは、各評価項目において最低限必要となる点数である。 
注 行政処分の点数は、配点－累積点数（配点を超える場合には 0 点）であるため、基準点は設定しない。 

 
○有効期間 

2 年間 
 

○本制度の更新申請（予定） 
認定種別については以下のように運用する予定です。 

 
ア 認定種別は一ツ星、二ツ星、三ツ星の三種類とする。 
イ 初申請の事業者が 60 点以上の場合、一ツ星事業者となる。(59 点以下は認定しない。) 
ウ 更新時に一ツ星事業者が 60 点以上 79 点以下の場合、一ツ星事業者となり、80 点以上の場合、 

二ツ星事業者となる。（59 点以下の事業者は剥奪される。） 
エ 更新時に二ツ星事業者が 60 点以上 79 点以下の場合、一ツ星事業者となり、80 点以上の場合、 

三ツ星事業者となる。（59 点以下の事業者は剥奪される。） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


